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整 備 管 理 規 程 
第１章  総   則 

 

（目 的） 

第１条  この規程は、事業用自動車の安全運行を維持する為に必要な点検整備の内容と、 

これを確実に行わせる任にあたる整備管理者の職務制限について定め、もって

車輌の安全の確保と車輌等の経済的運用を図る事を目的とする。 

 

 

（整備管理者の選任等） 

第２条  整備管理者の選任は、道路運送車輌法施行規則第３１条の４に定められた資格 

要件を備えた者のうちから代表者が任命するものとする。 

   ２ 整備管理者を選任した時及び変更した時は、１５日以内に運輸支局長に届け出

るものとする。 

   ３ 整備管理者の補助者として代務者を選任する場合は、整備管理者と同等又はこ

れに準じた知識及び能力を有すると認められる者のうちから事業者が任命する

ものとする。 

   ４ 選任した整備管理者等の氏名を社内の見易い所に掲示して全員に周知徹底する

ものとする。 

 

 

（整備管理の知識）  

第３条  整備管理者の知識は次の通りとする。 

（１）整備管理者は、担当役員の指示により整備管理業務全般について処理する

ものとする。 

（２）代務者は、整備管理者の指示により整備管理者を補佐する。但し、整備管

理者が不在の時は、その業務を代行する。 

 

 

 （運行管理者との連携） 

第４条  整備管理者は、運行管理者と常に連携を取り、運行計画を事前に把握し定期 

     点検整備の計画、車輌の配車等について協議するものとする。 

   ２ 整備管理者は、日常の安全な実施を図るため、運行管理者と密接に連携を取る 

     ものとする 
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第２章  権限及び職務 

 

（権限及び職務） 

第５条  整備管理者は、本規程に定める職務を遂行する為に必要な権限を有するものと   

     する。 

 

      

第６条  整備管理者は、次の職務を遂行するものとする。 

（１）日常点検（道路運送車輌法第４７条の２）の実施方法を定める事。 

（２）日常点検の結果に基づき、運行の可否を決定する事。 

（３）定期点検整備の実施計画を定め実施する事。 

（４）日常点検又は定期点検の他、随時必要な点検を実施する事。 

（５）点検の結果、必要な整備を実施する事。 

（６）定期点検整備記録簿その他点検整備に関する記録簿を管理する事。 

（７）自動車車庫を管理する事。 

（８）事業用自動車の整備管理に関する業務を処理する為、運転者、整備員その 

   他の者を指導し、又は管理する事。 

 

 

第３章  車輌の安全確保 

（日常点検） 

第７条  整備管理者は、事業用自動車の安全運行を確保する為、乗務する運転者に対し、 

その運行の開始前に点検基準による日常点検を確実に実施させなければならな

い。 

 

 

（日常点検の実施の徹底） 

第８条  整備管理者は、日常点検を確実に実施させる為、点検箇所、点検の内容、点検 

     の方法について運転者に周知徹底を図らなければならない。 

   

 

（日常点検結果の報告） 

第９条  整備管理者は、日常点検を実施した運転者に対し、その結果を所定の点検表に 

     記入させ整備管理者に報告させなければならない。 
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（日常点検の結果の確認） 

第１０条 整備管理者は、運転者の実施した日常点検の結果について、日常点検表により 

     確認し、運行の可否を決定しなければならない。 

     万一、車輌の安全運行に支障をきたす不良箇所があった時は、直ちに運行管理 

     者と連絡を取ると共に、整備を行わせる等適切な措置を講じ、整備が完了した 

     後でなければ、運行の用に供してはならないものとする。 

 

 

（定期点検整備） 

第１１条 整備管理者は、事業用自動車の安全運行の確保と経済的使用を図る為、定期点

検整備計画を立て、これを確実に実施しなければならない。  

   ２ 定期点検整備の種類は、３ヶ月点検、１２ヶ月点検とする。尚、車輌の使用状

態等により必要があると認められた時は、適宣、１ヶ月自主点検等の点検整備

を実施するものとする。 

 

 

（定期点検整備の記録及び保管管理） 

第１２条 定期点検整備の実施結果は記録簿、記録表に所定の事項を記入し１年間保管管

理するものとする。 

   ２ 点検整備記録簿は、当該車輌に備え置かなければならない。 

 

 

（臨時整備） 

第１３条 整備管理者は、点検整備を確実に実施させ、臨時整備を無くすように努めなけ

ればならない。やむなく発生した故障に対しては、発生年月日、故障（作業）

内容、走行キロ、使用記録のうえ、原因を把握し再発防止に努めるものとする。 

 

 

（車輌故障事故） 

第１４条 整備管理者は、車輌故障事故が発生した場合は、運行管理者と連絡を取り、適

切な措置を講じ、原因の究明に当たるものとする。 

   ２ 車輌欠陥による運行不能な事故（自動車事故報告規則第２条第１項第６号）に

該当する事故が発生した場合は、運輸支局へ所定の事故報告書により３０日以

内に報告しなければならない。     
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（車輌成績の把握等） 

第１５条 整備管理者は、各車輌の走行キロ、燃料消費率、油脂消費率、部品費、稼働率 

     等を把握し、これらを活用して車輌の経済的使用と性能の維持向上に努めるも

のとする。 

 

 

（適正車種の選定、車輌代替時期の把握等） 

第１６条 整備管理者は、各車輌の使用成績等の把握により、それぞれ使用条件に適合し

た車種形式について検討し、その選択及び合理的な車輌の代替次期について上

司に助言するものとする。 

 

 

（燃料油脂、その他資材の管理） 

第１７条 整備管理者は、燃料、油脂の品質、数量の管理を行い、消費の節減に努めるも

のとする。 

   ２ 部品、タイヤ、その他の資材について、品質、数量を適切に管理し、合理的な

運用を図るものとする。 

 

第４章 車庫の管理 

 

（車庫の管理） 

第１８条 整備管理者は、点検整備、洗車に必要な施設設備及び自動車の保管場所の管理

を行わなければならない。 

 

第５章 指導教育 

 

（整備管理者の研修） 

第１９条 整備管理者は、その職務の遂行上必要な実務及び技術について運輸局長の行う

研修を受けなければならない。 

 

 

（従業員の指導教育） 

第２０条 整備管理者は、点検整備等整備管理者の職務に関する事項についてその周知徹

底と知識の向上を図る為、整備員、運転者その他必要に応じ、従業員に対して

指導教育を行うものとする。 
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（附 則） 

 この規程は、平成２２年１０月１日から実施する。 
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